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仕様書（令和８年度 ） 

１ 委託業務名 

台東区中小企業振興センター交流機能開設準備業務委託  

２ 事業の目的  

台東区では、台東区中小企業振興センター※1の改修により、台東区中小企業振興センタ

ー交流機能（以下「交流機能施設」という。）の整備を進めており、令和７年度は施設コ

ンセプト※2を基に基本設計、実施設計を行い、令和８年度より改修工事に着工し、令和１

０年度から開設を予定している。 

本業務においては、交流機能施設の開設に向けた準備及び施設運営の検討等を行うとと

もに、リニューアル後の台東区中小企業振興センターの３つの機能の有機的な連携を図り

ながら、リニューアル後の施設の認知を高めるためのプロモーション等を実施する。  

 

※１ 現在の台東区中小企業振興センターの施設概要  

名 称   台東区中小企業振興センター  

所 在 地 東京都台東区小島２－９－１０ 

構 造   鉄筋コンクリート造／3階建  

面 積   延べ面積：4,523 ㎡、建築面積：1,458 ㎡  

内、交流機能施設の面積：約 1,753 ㎡ 

※２ 施設コンセプト 

   

 

３ 委託期間  

契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで 

別紙１ 
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４ 業務内容 

 受託者は、次に掲げる（１）から（６）までの項目について、委託者と随時協議しなが

ら業務を実施すること。 

 なお、本仕様書に記載のない事項についても、本事業の受託者として決定した際のプロ

ポーザル提案書に記載した事項のうち、台東区の指示するものについては実施すること。 

（１）開設準備定例会議の開催 

 〔施設全体〕 

・受託者は、開設準備定例会議を開催すること。 

・会議の参加者は、原則、台東区及び台東区産業振興事業団、受託者（交流機能、創業

支援機能）を必須とするが、必要に応じてその他関係者を招聘することができる。 

 ・開設準備定例会議は、開設に向けた各種調整と、関係者間の協議を必要に応じて行う

ことを主な目的とする。 

 ・開設準備定例会議の実施後、協議内容・結果を整理し、委託者に５営業日以内に報告

書を提出すること。 

 ・開設準備定例会議は、月１回程度の開催を想定しているが、具体的な時期・開催方法

については、受託者の提案に基づき委託者との協議によるものとする。 

（２）施設コンセプト等の具体化 

 〔施設全体〕 

・施設コンセプトを基に、リニューアル後の施設のＭＶＶ（Mission、Vision、

Values）を作成する。 

 ・ＭＶＶを基に施設名称（案）の作成 

・ロゴの作成 

（３）事業計画等の策定 

 〔交流機能施設〕 

・年間実施事業計画（案）の作成 

・施設利用料（案）の作成 

・開設から 5年程度の実施事業計画（案）の作成 

・10年間程度の収支計画（案）の作成 

 ・ＫＧＩ、ＫＰＩ等の設計 

（４）空間デザインの制作 

〔施設全体〕 

 ・空間デザイン方針の作成 

・仕上げ材の選定助言 
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 ・建物サイン計画、サインデザインの作成 

〔交流機能施設〕 

・什器等レイアウト図面の作成 

・什器整備方針の作成（貸出用の什器含む） 

 ※既存什器の活用も併せて検討すること。 

・新規購入什器リスト（案）の作成及び概算見積額の算定 

  ※什器・備品の種類、仕様及び想定する備品のメーカー、品番、数量等を整理し、リ

ストを作成する。 

（５）ＳＮＳの開設、ホームページの検討 

〔交流機能施設〕 

 ・ＳＮＳの初期設定、運用ルール等の作成及び運用する。なお、どのＳＮＳ媒体を開設

するかは、委託者と協議の上決定する。 

 ・ホームページ制作における要件定義書の作成 

（６）プレイベントの実施 

〔交流機能施設〕 

 ・施設コンセプトの交流機能を具現化するような事業者向けのイベントを実施する。 

 ・内容については受託者の提案とするが、事前に企画案を委託者に提出し、委託者の承

認を得た上で実施すること。 

 ・実施報告書の作成 

５ 実施について 

・委託業務を統括する責任者を置き、委託者と常時連絡が取れる体制とすること。 

・委託業務に必要な資機材は、受託者が用意すること。 

６ 貸与資料 

 委託者は、本業務の実施にあたり必要な図書及びその他関連資料を受託者に貸与する。 

 なお、貸与された資料については、その重要性を勘案し、第三者に貸与等をさせてはな

らず、取扱及び保管に十分注意すること。 

７ 業務スケジュール（案） 

下記スケジュールは目安であり、詳細は打ち合わせの中で決定する。 

 6 
月 

7 
月 

8 
月 

9 
月 

10
月 

11
月 

12
月 

1 
月 

2 
月 

3 
月 

（１）開設準備定例会議の開催           

（２）施設コンセプトの具体化           
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（３）事業計画等の策定           

（４）空間デザインの制作           

・概算見積額の算定           

（５）ＳＮＳの開設、ＨＰ検討           

（６）プレイベントの実施           

８ 成果品 

（１）報告書・業務完了報告書 

【提出物】 

①「４ 業務内容」の中で実施した業務の成果物一式 

②その他（打ち合わせ記録、本業務で使用した各種ドキュメント） 

【納品方法】 

電位媒体（ＣＤ－Ｒ） １部 

（ファイル形式は、ワード、エクセル、パワーポイント、ai 等とする） 

（２）納入場所 

 台東区産業振興課 

９ 支払い 

本業務終了後、受託者の請求に基づき一括払いとする。 

10 権利の帰属及び権利の取り扱い 

（１）本件業務に基づき受託者が委託者のために作成した成果物（中間成果物も含む）、

役務の提供の結果発生した著作権及びその他の無体財産（以下、「成果物」とい

う。）は、本件業務以前に受託者が既に保有するものを除き、すべて委託者に帰属

し、その権利は受託者から委託者に無償で譲渡されるものとし、委託者における二次

利用を可能とする。 

（２）前項の規定に従って受託者から委託者に譲渡される権利は、著作権法第２７条及び

第２８条に規定される権利も含むものとする。また、受託者は、著作者人格権の権利

を行使しないものとする。 

（３）受託者は、納品する成果物について、第三者の有する著作権等を侵害するものでは

ないことを補償することとし、成果物について第三者の権利を侵害していた場合に生

じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。 

（４）本業務で知り得た事項及び成果物については、委託者の許可無く、公表、転載、貸

与又は使用してはならない。また、契約期間満了後も同様とする。 
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11 個人情報に関する取扱いについて 

別紙特記事項により、個人情報保護のために必要な措置を講ずること。 

12 再委託の禁止 

本業務について、全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。 

本契約の一部を再委託する場合、再委託を受託した者（以下「再委託事業者」という。）

と秘密保持に係る契約をした上で、委託者に対し、委託者が指定する業務再委託届を提出

し、承認を得なければならない。なお、受託者は、再委託事業者に本仕様書の内容を遵守

させるとともに、再委託事業者を管理監督すること。 

13 その他 

（１）受託者は、本業務の実施にあたり委託者と密接に連絡を取り、指示及び監督を受け

るものとする。 

（２）本業務において知り得た業務内容及び秘密は、一切第三者に漏らしてはならない。 

（３）受託者は、委託者の許可なく成果品及び業務上作成した資料を公表、貸与してはな

らない。 

（４）委託者が、業務の遂行状況等について、必要に応じて報告を求め又は実地に調査す

ることがある。なお、本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合は、業

務の再遂行を命じ、又は契約の解除等をなすことができるものとする。 

（５）委託業務において、情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに委託

者に報告すること。 

（６）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例（平成12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、

次の事項を遵守すること。 

①ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車

であること。 

③できるだけ低公害・低燃費な自動車を使用するよう努めること。なお、適合の確認

のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書

等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

（７）道路交通法等の遵守について 

本契約の履行に当たって、自転車を利用する際には、受託者の責任においてヘルメ

ットの着用に努める等、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令及び都・区条

例の規定を遵守すること。 

（８）障害者差別解消法の遵守について 
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本契約の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25 年法律第65 号）及び関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解

消の推進に関する対応指針を遵守すること。 

（９）カラーユニバーサルデザインへの配慮について 

本契約の履行に当たって、台東区カラーユニバーサルデザインガイドラインを確認

のうえ、より多くの人にとって利用しやすい配色を行うこと。また、文字について

も、より多くの人にとって読みやすい大きさ及び書体(ユニバーサルデザインフォン

ト等)を使用するよう努めること。 

（10）本契約の履行に当たって、印刷用紙等の古紙配合率については、古紙配合率が高い

ものの使用に努めること。また、印刷物には可能な限り古紙配合率を表示すること。 

（11）本仕様書において疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、

速やかに委託者と協議のうえ決定する。_ 

 

 

担当 産業振興課 計画推進担当 03-5246-1219 
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電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の 

特記事項 

（秘密保持義務） 

第１条 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏

らしてはならない。また、契約期間満了後も同様とする。 

 

（個人情報保護に関する規定の提出） 

第２条 受託者は、個人情報保護管理に関する社内規定を区に提出しなければならない。

当該規定を変更する場合も同様とする。 

 

（処理施設、処理日程及び作業担当者の通知） 

第３条 受託者は、この契約に係る電算処理施設、処理日程及び作業担当者を区に通知し

なければならない。 

 

（再委託の禁止） 

第４条 受託者は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、当該

業務の一部についてやむを得ず再委託する必要があるときは、あらかじめ再委託先の業者

名、再委託の内容及び事業執行の場所を区に通知し、区の承諾を得なければならない。ま

た、再委託先に対してもこの契約を遵守させなければならない。  

２ 前項の規定は、再委託先が受託者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２

条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も同様とする。 

 

（目的外使用及び外部提供の禁止） 

第５条 受託者は、個人情報を区の指示する目的以外に使用してはならない。また、第三

者に提供してはならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第６条 受託者は、個人情報の全部又は一部を区の許可なく複写し、又は複製してはなら

ない。区の許可を受け複写したときは、電算処理業務の終了後直ちに複写した当該個人情

報を消去し、再生又は再利用ができない状態にしなければならない。 

 

（個人情報の授受） 

第７条 区及び受託者は、個人情報の授受に従事する者をあらかじめ定め、その引渡し

は、区が指定した日時、場所において行わなければならない。また、受託者は、引渡しの
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際に預かり証を区に提出しなければならない。 

 

（保 管） 

第８条 受託者は、個人情報の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当た

り、個人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。 

 

（データの保護措置） 

第９条 受託者は、必要に応じて、個人情報へのアクセス制限等、データ保護に関する措

置を講じなければならない。 

 

（返還等） 

第１０条 受託者は、契約を終了したとき又は区が請求したときは、その保有する個人情

報について、直ちに区の指定した方法により、廃棄、返還又は消去しなければならない。 

 

（個人情報の搬送） 

第１１条 受託者は、個人情報が記録された電磁的記録、帳票等を専用ケースに収納し、

事故防止措置を講じたうえ搬送しなければならない。 

 

（定期の報告） 

第１２条 受託者は、個人情報を取り扱う業務の管理体制・実施体制・個人情報の管理状

況について、契約締結後速やかに区の指定する様式により区に報告を行うものとする。ま

た、契約期間が複数年に渡る場合、少なくとも年１回以上、区に報告を行うものとする。 

 

（立入検査及び調査） 

第１３条 区は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査をし、受託者に対

して必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えることができる。 

２ 受託者は、再委託先に対して、この契約の遵守状況について監視し、随時に立入検査

又は調査をし、必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えなければなら

ない。 

 

（事故の報告） 

第１４条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が生じたときには、直

ちに区に対して通知するとともに、遅滞なくその状況を書面でもって区に報告し、区の指

示に従わなければならない。 
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（外国法の適用による個人情報開示時の報告） 

第１５条 受託者が、外国法により、この契約の履行に伴い管理する個人情報について、

当該外国の捜査機関等に開示する必要が生じた場合には、速やかにその旨を区に報告しな

ければならない。 

 

（不良製品等の処分） 

第１６条 この契約による業務処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、受託者

は、その発生数量、発生原因を区に報告し、その処分について区と協議するものとする。 

 

（損害賠償） 

第１７条 受託者が、前記各条項に違反し区に損害を与えたときは、受託者はその損害を

賠償しなければならない。 


